
ちば施設予約サービス利用規約 

令和 4年 7月 1 日 

 

本サービスを利用して施設の利用申請等を行うには、あらかじめ、利用者登録を行う必要があ

ります。利用者登録に当たっては、本規約に同意していただく必要があります。また、利用者登

録を完了された方は、本規約に同意いただいたものとみなします。何らかの理由により規約に同

意することができない場合は、本サービスを利用いただくことができません。 

 

１ 目的 

この規約は、ちば施設予約サービス（以下「本サービス」という。）を利用して、本サービス

に参加している別記の地方公共団体（以下「参加自治体」という。）が設置する公共施設の予約

等を行うために必要な事項について定めるものです。 

 

２ 用語の定義 

（１）施設管理者 

本サービスを利用して予約管理をする公共施設の管理者（市・町長、教育委員会、施設長、知

事又は市・町長が指定する指定管理者など当該公共施設を管理する者） 

（２）利用者 

本サービスを利用する個人及び団体・法人 

（３）登録情報 

 利用者の氏名又は団体名、住所又は所在地、電話番号、電子メールアドレス、パスワード、そ

の他の必要な事項 

（４）利用者番号 

 利用者を特定するため、施設管理者が利用者に付与する識別番号（利用者 IDと呼ぶこともあり

ます。） 

（５）サービス提供事業者 

 本サービスを参加自治体に提供している民間のサービス提供事業者 

 

３ 施設に係る例規等の優先 

施設の利用申請並びに当該利用に係る使用料の額及び支払い手続きについては、利用申請す

る施設に係る条例、規則等及び施設管理者が定める関係規程に従うものとします。 

 

４ 利用者登録 

（１）利用者登録の申請をしようとする者（団体）は、施設管理者に対し、利用者登録申請書を

窓口に提出しなければなりません。 

（２）前号の申請に対し、施設管理者は、申請者ごとに異なる利用者番号を付与します。利用者

番号は、本サービス共通の番号です。なお、本サービスでは同じ利用者（団体）が複数の利用

者番号を取得することを制限しております。 

（３）申請者は、利用者登録の申請に当たり、本サービスを利用するためのパスワードを設定す

る必要があります。 



（４）申請者は、利用者登録の申請に当たり、主に利用しようとする施設を所管する自治体を申

請先自治体として選択するものとします。ただし、県立施設にあっては、当該施設を選択する

ものとします。 

（５）利用者登録にかかる申請は、インターネットに接続しているパソコン、携帯電話から仮登

録を行うことができます。 

 

５ 登録申請者の確認 

（１）施設管理者は、利用者登録の申請があったときは、申請者（団体の場合は、申請書提出者）

が本人であることを確認します。なお、本人確認は、原則として公的証明書又は顔写真付きの

証明書により行います。 

 

６ 利用可能施設の登録 

（１）利用者登録がなされた者（以下「登録者」という。）は、利用しようとする施設の施設管理

者に対し利用可能施設の登録（以下「利用可能施設登録」という。）を申請していただきます。 

（２）利用可能施設を追加登録したい場合は、追加したい施設の窓口に利用可能施設追加登録申

請をしていただきます。この場合、窓口において前項の本人確認と併せて、利用者番号、利用

者名（団体名）、電話番号の３点を確認させていただきます。 

（３）利用者登録を申請した施設管理者（以下「登録元施設管理者」という。）以外の施設管理者

が管理する施設に利用可能施設追加申請を行う場合は、登録元施設管理者に対し本人による利

用者登録情報の提供依頼が必要となります。この依頼に基づき、登録元施設管理者から利用者

情報の提供が行われます。 

 

７ 利用者番号及びパスワードの管理 

（１）登録者は、利用者番号及びパスワードを自己の責任において厳重に管理し、第三者への漏

洩防止に努めることとします。 

（２）登録者は、利用者番号及びパスワードの忘失、漏洩、不正使用等が判明した場合は、速や

かに施設管理者に連絡し、その指示に従うものとします。 

（３）施設管理者は、これら厳重に管理された利用者番号及びパスワードにより行われた申込に

ついて、本人により行われたものとみなします。 

 

８ 費用 

（１）利用者登録に係る登録料は、無料とします。 

（２）登録者が本サービスを利用するに当たって必要とする端末（ソフトウェアを含む。）及びイ

ンターネット接続に関する費用等は、登録者が負担するものとします。 

 

９ 登録事項の変更 

（１）登録者は、氏名、住所、電話番号その他の登録内容に変更が生じた場合又は登録を廃止し

ようとする場合は、遅滞なく利用者登録の変更又は廃止を登録元施設管理者に申請しなければ

なりません。 

（２）前項の申請がなされないために、施設管理者からの通知又は送付書類その他のものが延着



し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに登録者に到着したものとみなします。 

 

１０ 登録資格の喪失 

施設管理者は、登録者が利用者登録の廃止申請を行ったとき、又は次の各号のいずれかに該

当するときは、利用者登録又は利用可能施設登録を抹消することができるものとします。 

（１）虚偽の利用者登録をしたとき。 

（２）施設の管理に関する例規等又はこの規約に対する重大な違反をしたとき。 

（３）死亡したとき又は解散したとき。 

（４）住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設管理者が登録者への

通知又は連絡を行うことができなくなったとき。 

（５）本サービスの運営を妨害し、又妨害しようとしたとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、施設管理者が施設の利用者として不適格と認めたとき。 

 

１１ 個人情報の保護 

本サービスの運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人情報の保護に関す

る関係法令等に基づき、別に定める「個人情報の取扱いについて」のとおり、個人情報の保護

のための措置を講じております。 

 

１２ 免責事項 

 参加自治体及び施設管理者は、次の事項については、その責を負わないものとします。 

（１）利用者が本サービスを利用したことにより、利用者が受けた損害及び利用者が第三者に与

えた損害。 

（２）本サービスの停止、休止、中断その他本サービスの利用ができなかったことにより、利用

者が受けた損害及び利用者が第三者に与えた損害。 

 

１３ 規約の変更 

（１）参加自治体は、必要があると認めるときは、登録者に事前の通知を行うことなく、この規

約を改正することがあります。よって、登録者は、本サービスを利用の際は、本規約の確認を

行ってください。 

（２）参加自治体は、この規約の改正を行った場合において、特に必要と認める場合は、システ

ムにより登録者に周知するものとします。 

 

１４ サービスの終了 

本サービスのサービス終了時においては、登録者が届け出た情報及び登録者番号、パスワー

ド等は全て抹消します。ただし、予め登録者の同意を得て、本サービスに代わるサービスのた

めに登録情報を利用することをさまたげないものとします。 

 

１５ その他 

本規約に定めるものの他必要な事項については、別に定めることとします。 

 



別記 

千葉県： 
総務部デジタル改革推進局 

デジタル推進課電子申請システム班 
043-223-2380 

我孫子市： 総務部行政管理課 04-7185-1111（代表） 

鎌ケ谷市： 教育委員会生涯学習部生涯学習推進課 047-446-1111 

君津市： 総務部ＤＸ推進課 0439-56-1125 

佐倉市： 総務部情報システム課 043-484-6107 

芝山町： 教育課社会教育係 0479-77-1861 

白井市： 教育委員会生涯学習課 047-492-1111（代表） 

袖ケ浦市： 教育委員会教育部生涯学習課 0438-62-3743 

千葉市： 総務局情報経営部情報システム課管理班 043-245-5702 

東金市： 企画政策部情報管理課情報政策担当 0475-50-1210 

習志野市： 教育委員会生涯学習部生涯スポーツ課 047-451-1151 

成田市： 総務部行政管理課 0476-20-1501 

野田市： 自然経済推進部スポーツ推進課 04-7123-1367 

八千代市： 企画部情報管理課 047-483-1151（代表） 

 


